
10．会費自動引落しについて 
 ゆうちょ銀行及び，ゆうちょ銀行以外の各

金融機関からの振替による会費自動引落し

サービスを行っております．ご希望の方は，

事務局宛に申込用紙をご請求下さい（ゆうち

ょ銀行の口座からの場合とゆうちょ銀行以

外の金融機関の口座からの場合で申込用紙

が異なりますので，ご請求の際にお申し出下

さい）． 
記 

（１）会費の自動引落しにかかる手数料は事

務局で負担致します． 
（２）会費の自動引落し対象者は学割適用者

を除きます． 
（３）会費の自動引落しは，開始時期により

ますが，半期分（年２回引落し）又は全

期分（年１回引落し）のいずれかを選べ

ます． 
（４）第１回目引落し完了の際に第１回引落

し完了のお知らせをお送り致します． 
（５）引落し前に未納分がある場合は，自動

引落し処理を保留させて頂く場合がござ

いますので，ご注意下さい． 
（６）ご都合により自動引落しを停止される

場合は，下記（７）の引落し日の１か月

前までに文書にて事務局までお知らせ下

さい． 
（７）引落し日は下記の通りとなります（但

し引落し日が休日の場合は翌営業日とな

ります）． 

ゆうちょ銀行の場合： 
４月２５日（全期分及び半期分の方） 
６月３０日（４月２５日に引落し不能 

だった方） 
１０月２５日（半期分の方） 
１２月３０日（１０月２５日に引落し 

不能だった方） 

ゆうちょ銀行以外の金融機関の場合（金融

機関により，２０日又は２７日のいずれか

になります）： 
４月２０日又は２７日 

（全期分及び半期分の方） 

６月２０日又は２７日 
（４月２０日又は２７日に

引落し不能だった方） 
１０月２０日又は２７日（半期分の方） 
１２月２０日又は２７日 

（１０月２０日又は２７日

に引落し不能だった方） 
現在このサービスを利用されている方

は上記引落し日の前日までに残高のご確

認をお願いします． 
 


